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 電子記録債権制度創設の背景

電子記録債権制度の特徴 電子記録債権制度の特徴

◦制度の概要制度の概要

◦債権者から見た特徴

◦債務者から見た特徴◦債務者から見た特徴

 JEMCO電子手形の特徴
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電子記録債権制度創設の背景電子記録債権制度創設の背景
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 債権による資金調達の困難性 債権による資金調達の困難性

存在・内容が不動産・動産と比べ不明確存在・内容が不動産・動産と比べ不明確

債権の存在や帰属の確認が必要債権の存在や帰属の確認が必要

しかも民法上の債権譲渡の要件は厳格しかも民法上の債権譲渡の要件は厳格

不動産や動産と比べ譲渡にリスク・コスト不動産や動産と比べ譲渡にリスク・コスト
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 手形制度の限界 手形制度の限界

債権を手形用紙に表示して可視化

二重譲渡リスク軽減 手形割引制度の実現

券面があるがための限界

保管／運搬 紛失／盗難 分割譲渡不可保管／運搬、紛失／盗難 分割譲渡不可

近時利用が著しく減少

枚数 金額
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 各種手形レス制度の限界 各種手形レス制度の限界

集合将来債権譲渡担保や一括ファクタリング

債権による資金調達が可能に 下請法でも適法性が認められる

法制面の後押しがないため限界あり

譲渡するには民法に従う必要 新たな理論的問題が発生譲渡するには民法に従う必要 新たな理論的問題が発生

利用には限界
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各 各所での検討・制度整備

◦ 平成15年6月 e-Japan戦略Ⅱで提唱平成 年 月 p 戦略 提唱

◦ 平成17-19年 法務省・経産省・金融庁による検討

◦ 平成19年6月 電子記録債権法の成立・公布平成19年6月 電子記録債権法の成立 公布

◦ 平成20年 関係政省令や最高裁判所規則の公布

◦ 平成21年6月 下請法上の支払手段として認定平成21年6月 下請法上の支払手段として認定

◦ 第１号の電子債権記録機関の指定

◦ 現在 計３社の電子債権記録機関が存在◦ 現在 計３社の電子債権記録機関が存在
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電子記録債権制度の特徴電子記録債権制度の特徴
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 制度の概要（発生）
記録機関

発生記録

債務者
債権者・債務者の請求に基
づく発生記録で債権が発生づく発生記録で債権が発生

電子記録債権発生
債権者
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 制度の概要（譲渡） 制度の概要（譲渡）

記録機関
譲渡記録

譲渡人・譲受人の請求に基

譲受人

づく譲渡記録で債権が譲渡

譲渡の効力発生
譲受人

譲渡人
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譲渡人



 制度の概要（支払）

債務者の 債権者の

記録機関

債務者の

取引金融機関

債権者の

取引金融機関

支払等記録

債務者 債権者
金融機関からの決済情報の
連絡により、自動的に支払
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が記録される



 記録の例

出典：金融庁ホームページ
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 債権者からみた特徴

電子記録債権 手形 指名債権電子記録債権 手形 指名債権

内容の明確性 ○ ○ △

発生の簡便性 ○（記録） ○（振出） 個別事情による発生の簡便性 ○（記録） ○（振出） 個別事情による

譲渡・分割譲渡 ◎ ○ △or×

譲渡の簡便性 ○（記録） ○（裏書） ×譲渡の簡便性 ○（記録） ○（裏書） ×

資金化（割引） ◎ ○ △or×

決済日から
資金利用 決済日同日

決済日から
2営業日後

資金化が困難
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 債務者からみた特徴

電子記録債権 手形 指名債権電子記録債権 手形 指名債権

内容の明確性 ○ ○ △

発生の簡便性 ○（記録） ○（振出） 個別事情による発生の簡便性 ○（記録） ○（振出） 個別事情による

債務者保護 ○ ○ △

記録機関が認め
債権者になる者

記録機関が認め
た者のみ

制限なし 制限なし

手形交換所で 帳簿の消込作業
決済の容易さ データ上で決済

手形交換所で
（紙で）決済

帳簿の消込作業
が別途必要
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JEMCO電子手形の特徴JEMCO電子手形の特徴

17



ビ 請求代行サービス
記録機関

発生記録

請求代行者が請求の正確性
をチェック

法律より踏み込ん 記

請求代行者（BTMU）

債務者

→ 法律より踏み込んで記
録の正確性を維持

電子記録債権発生 債権者
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ビ 電手買取サービス

記録機関
譲渡記録

BTMUによる買取を利用すれ
ば債権発生同日の資金化が 請求代行者（BTMU）ば債権発生同日の資金化が
可能

請求代行者（BTMU）

譲渡人 電手買取銀行（BTMU）
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譲渡の効力発生
譲渡人 電手買取銀行（ ）



会計ベンダ とJEMCOの提携 会計ベンダーとJEMCOの提携

平成22年10月 OBC（勘定奉行）との提携発表◦ 平成22年10月 OBC（勘定奉行）との提携発表

◦ 平成22年10月 TKC（TKC全国会）との提携発表

在 会計ベ ダ 各社 応が進◦ 現在 会計ベンダー各社の電手対応が進展

→ 会計システムと支払システムのシームレスな管理へ
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